
平 成 1 5 年 度  第 ３ 回 理 事 会 抄 録  

 
日 時 ： 平 成 1 5 年 ９ 月 ２ ０ 日 （ 土 ） Ｐ Ｍ 1 3 : 0 0～ 1８ : 3 2  
場 所 ： 日 本 作 業 療 法 士 協 会  ７ 階 会 議 室  
出 席 ： 杉 原（ 会 長 ）、中 村（ 春 ）、山 根（ 副 会 長 ）、荻 原（ 事

務 局 長 ）、古 川 、長 谷 川（ 監 事 ）、岩 瀬 、香 山 、鶴 見 、

曳 地 、 比 留 間 、 松 房 （ 常 務 理 事 ） 大 熊 、 大 丸 、 小 林

（ 正 ）、長 尾 、早 川 、日 垣（ 理 事 ）、石 塚 、小 林（ 毅 ）、

塚 原 、 奈 良 、 東 、 毛 束 （ 部 ・ 委 員 長 ）、 大 嶋 （ 士 会 連

絡 協 議 会 長 ）  
   
 
Ⅰ ． 審 議 事 項  
１ ．士 会・協 会 情 報 ネ ッ ト ワ ー ク モ デ ル 事 業 に つ い て（ 奈

良 調 査 部 長 ）役 員 合 同 研 修 会（ 8 月 ）で 出 さ れ た 質 問 、

士 会 保 守 契 約 費 が 高 過 ぎ る と の 意 見 を 検 討 す る た め に 、

参 考 と し て 、 会 員 情 報 シ ス テ ム を 担 当 し て い る 東 京 コ

ロ ニ ー Ｄ Ｍ Ｃ 担 当 者 よ り 、 事 例 を 基 に 具 体 的 な サ ポ ー

ト シ ス テ ム 、 Ｗ Ａ Ｎ 概 略 構 成 図 等 に つ い て の 説 明 を 受

け た 。 ( 1 ) 保 守 契 約 の 範 囲 、 ( 2 ) ト ラ ブ ル 発 生 時 に ス ポ

ッ ト 的 に 依 頼 し た 場 合 の 費 用 、( 3 ) 協 会 事 務 局 と 各 県 士

会 の 端 末 で 個 別 に 契 約 が 可 能 か ど う か 、 ま た そ の 場 合

の サ ポ ー ト 体 制 、( 4 ) 契 約 端 末 数 が 増 加 し た 場 合 の 料 金 、

( 5 ) 協 会 と 士 会 の 費 用 負 担 ( 6 ) 同 業 他 社 と の 費 用 の 比 較

等 に つ い て 質 問 、 意 見 が 出 さ れ た 。 ま た 、 会 員 管 理 が

自 前 で で き て い る の で 必 要 な い と い う 意 見 つ い て は 士

会 会 員 情 報 の 管 理 ・ 運 用 状 況 等 に つ い て 士 会 ア ン ケ ー

ト 調 査 を 実 施 し 、 調 査 部 で 会 員 情 報 シ ス テ ム 利 用 の 有

用 性 に つ い て 検 証 す る 。今 回 の 説 明 等 を 参 考 に 1 0 月 の

理 事 会 で 再 度 検 討 す る 。     → 継 続 審 議  

 

２ ． 補 正 予 算 に つ い て （ 石 塚 財 務 部 長 ） 補 正 予 算 案 に つ

い て 石 塚 財 務 部 長 よ り 説 明 。( 1 ) 法 人 運 営 費（ 合 同 研 修

会 の 開 催 、 印 刷 費 の 増 に よ り 増 額 ） ( 2 ) 教 育 部 （「 生 涯

教 育 手 帳 」 を 現 在 よ り 耐 用 年 数 の 高 い も の に す る た め

の 単 価 増 。委 員 会 の 開 催 増 に よ り 増 額 ） ( 3 ) 福 利 部 （ ア

ン ケ ー ト 部 数 増 に よ り 増 額 ）、 ( 4 ) 調 査 部 （ 旅 費 交 通 費

の 減 に よ り 減 額 ）、 ( 5 ) 選 挙 管 理 委 員 会 （ 郵 送 投 票 が 行

わ れ な か っ た た め 減 額 ）( 6 ) 保 健 福 祉 対 策 委 員 会（ 委 員

が 決 定 し 旅 費 交 通 費 が 確 定 し た た め に 増 額 ）( 7 ) 特 別 企
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画 費 （ 精 神 科 関 係 の 会 議 開 催 増 の た め 増 額 ） 以 上 の 各

部・委 員 会 等 よ り 申 請 が な さ れ て い る 。教 育 部 の 関 係 、

予 備 費 に つ い て 等 質 問 、 意 見 が 出 さ れ た 。 今 回 提 示 さ

れ た 資 料 を よ く 検 討 の 上 、1 0 月 の 理 事 会 で 再 度 審 議 し

決 定 す る 。      → 継 続 審 議   

                              

３ . 生 涯 教 育 シ ス テ ム に つ い て （ 日 垣 担 当 理 事 、 小 林 教

育 部 長 ） 認 定 作 業 療 法 士 制 度 の 大 枠 に つ い て は 理 事 会

に お い て す で に 承 認 済 み 。( 1 )認 定 作 業 療 法 士 制 度 の 概

要 ( 2 ) 認 定 作 業 療 法 士 の 水 準 ( 3 ) 認 定 作 業 療 法 士 要 件

（ 認 定 要 件 、 更 新 要 件 、 特 例 要 件 ） ( 4 )専 門 コ ー ス 内 容

（ 必 修 研 修 、 選 択 研 修 、 症 例 報 告 ） ( 5 )養 成 目 標 の 各 項

目 に つ い て 検 討 し た 。 認 定 作 業 療 法 士 の 水 準 、 認 定 要

件 、 更 新 要 件 、 特 例 要 件 、 専 門 コ ー ス 内 容 等 に つ い て

意 見 が 出 さ れ た 。 細 部 に つ い て は 教 育 部 で さ ら に 検 討

を 加 え る が 、 大 枠 に つ い て は 承 認 す る 。 1 0 月 理 事 会 に

て 最 終 審 議 と す る 。    → 継 続 審 議  

                              

４ .学 校 教 育 水 準 に つ い て（ 岩 瀬 担 当 理 事 、小 林 教 育 部 長 ）

作 業 療 法 士 教 育 最 低 基 準（ 案 ）に つ い て 教 育 部 よ り 説 明 。

協 会 と し て 基 準 を 作 成 す る こ と に つ い て は 、 理 事 会 に お

い て す で に 承 認 済 み 。「最 低 基 準 」と 表 記 す る こ と の 是 非 、

W F O T 認 定 基 準 と の か か わ り 、 教 育 課 程 の 期 間 、 臨 床 実

習 時 間 数 、実 習 の 内 容（ 特 に そ の 他 実 習 の 内 容 に つ い て ）、

臨 床 教 育 に か か わ る 指 導 者 の 問 題 、 養 成 施 設 ・ 設 備 の 項

目 の 表 記 の 問 題 、 教 員 の 項 目 の 表 記 の 問 題 等 に つ い て 意

見 が 出 さ れ 、 一 部 語 句 の 修 正 を 行 う 。 今 後 、 Ｗ Ｆ Ｏ Ｔ 認

定 申 請 様 式 の 変 更 、 規 約 改 定 等 必 要 な 場 合 は 各 担 当 と 話

し 合 い 、 変 更 を 行 っ て い く 。 1 0 月 理 事 会 に て 最 終 審 議 と

す る 。    → 継 続 審 議  
 
５ ． 事 務 局 員 採 用 に つ い て （ 杉 原 会 長 ） 事 務 局 機 能 強 化

の た め に 事 務 局 員 を 採 用 す る こ と に つ い て 、 候 補 者 を

紹 介 。 採 用 は 1 6 年 4 月 1 日 か ら 1 年 後 に 、 契 約 、 契

約 条 件 の 見 直 し を す る 。    → 承 認  
 
 

Ⅱ 報 告 事 項  
１ ． 精 神 科 作 業 療 法 の 施 設 基 準 ・ 診 療 報 酬 等 に 関 す る 要

望 書 提 出 に つ い て （ 鶴 見 担 当 理 事 ）  
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「 施 設 基 準 等 の 整 備 を 行 う 」 の 項 目 に ４ ） 算 定 期 間 の 設

置 を 追 加 し た 。 平 成 1 5 年 9 月 2 日 付 で 要 望 書 を 厚 生

労 働 大 臣 へ 提 出 済 み 。  
 
２ ． 役 員 合 同 研 修 会 に つ い て （ 毛 束 企 画 調 整 委 員 長 ） 8

月 1 6 日 （ 土 ） ～ 1 7 日 （ 日 ） 実 施 。 4 3 士 会 よ り 5 5 名 が

参 加 。( 1 ) 問 題 を 共 有 し 合 う 研 修 の 場 と な っ た の で こ れ

か ら も ぜ ひ 続 け て 欲 し い 。( 2 ) 意 見 交 換 が で き る 機 会 を

つ く っ て 欲 し い 。 等 の 感 想 が 寄 せ ら れ て い た が 、 開 催

時 期 及 び 継 続 す る か は 今 後 検 討 。  
 
３ ． 福 島 県 内 精 神 科 病 院 の 件 （ 早 川 精 神 障 害 問 題 担 当 理

事 ） 8 月 1 9 日 、 2 0 日 付 地 方 紙 2 紙 と 全 国 紙 の 地 方 版

で 報 道 さ れ た 。 Ｏ Ｔ は 配 属 さ れ て い な い が 、 O T と 称

し て 治 療 を 行 っ て い た 等 の 問 題 点 が 指 摘 さ れ て い る 。

当 該 病 院 は 県 の 立 ち 入 り 検 査 を 受 け 、 改 善 指 導 が な さ

れ て い る 。 県 士 会 が 動 い て お り 、 病 院 、 行 政 、 メ デ ィ

ア に 対 す る 対 応 策 を ま と め た 。 今 後 県 士 会 と 協 力 し て

具 体 的 に 必 要 な 対 応 を し て い く 。  
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